
養介護施設従事者等による虐待（被虐待高齢者2,248人）

被虐待者 男性 617人(27.4%) 女性1,627 人(72.4%) 不明4人(0.2%)

虐待者
男性754 人(53.5%) 女性614 人(43.6%) 不明41 人(2.9%)

※介護従事者男性割合 23.6％

相談・通報者
当該施設職員（28.7％）が最も多く、当該施設管理者等（16.7％）、家族・親族
（15.2％）の順

相談・通報受理か
らの期間（中央値）

事実確認開始まで ５日 虐待判断まで43.5日

主な発生要因

「職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意識の不足」 926件（75.9%）
「職員のストレス・感情コントロール」 763 件（62.5%）
「職員の倫理観・理念の欠如」 785 件（64.3%）
「職員の性格や資質の問題」 756 件（62.0%）
「職員の指導管理体制が不十分」 755件（61.9％）
「職員の高齢者介護や認知症ケア等に関する知識・技術不足」 717 件（58.8%）

施設・事業所の
種別

「特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）」31.3％
「有料老人ホーム」28.0％
「認知症対応型共同生活介護（グループホーム）」13.9％
「介護老人保健施設」10.2％

虐待種別
（複数回答）

身体的虐待（51.1％⇒うち身体拘束等 22.0％）、心理的虐待（27.7％）、
介護等放棄（25.7％）、経済的虐待（10.3％）、性的虐待（3.4％）の順。
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虐待の事実が認められた施設・事業所の種別
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在宅サービス事業者の虐待防止の視点（運営基準改改正のポイント）

①①①虐待の未然防止
高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がける

養介護施設従事者等（介護保険法に基づく施設・事業所）へ研修を実
    施し、従業者が高齢者虐待防止法に規定する責務・適切な対応の理解を
促す必要がある。

②虐待等の早期発見
従業者は虐待者（養介護施設従事者・養護者）またはセルフネグレク  

トの虐待に準ずる事案を発見しやすい立場にある｡
必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の相談・通報窓口の周

知等）がとられている。
虐待等に係る相談、利用者から市町村へ虐待届出について適切な対応

をすること。

③虐待等への迅速かつ適切な対応
虐待が発生した場合、速やかに市町村の窓口に通報する。

        市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和3年厚生労働省第９号 より
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養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の流れ

相談・通報・届出

事実の確認

【虐待の有無の判断】【緊急度・深刻度の判断】【対応方針の決定】

モニタリング・評価

終結の判断

高齢者への対応
施設・事業所への改善に向けた指導

早期発見努力義務（５条）、通報義務(２１条）

高齢者虐待防止法⇒介護保険法、老人福祉法での
運営指導・監査

虐待が確認された場合、または虐待は確認されなかったが改善を要する場合

対
応
段
階

初
動
期
段
階

終
結
段
階

施設・事業所からの改善計画の提出

事業所内での事実確認：相談者等から話を聞く、防犯カメラ、ケース記
録等の確認、痣などの場合（人権に配慮して）写真の記録等

・実施した内容を具体的に記録
・実施した再発防止策の達成度と
効果を評価する
・次の取組課題を検討する
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「高齢者虐待防止法」の対象範囲
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「ある」と答えたときは右の２つの欄も記入し、記入後その内容について
共有し、チームや組織で相互に助け合う方法を確認する

45枚目からのスライドにあります
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養介護施設従事者等による虐待（虐待の発生要因）

19



出典：「養介護施設従事者等による高齢者虐待の背景要因（社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター，2008，p.17）

【参考】養介護施設従事者等による高齢者虐待の背景要因
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養護者等による高齢者虐待の類型

区分 具体的な例

ⅰ 身体的虐待

①暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為。
②本人に向けられた危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為。
③本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、代替方法があ

るにもかかわらず高齢者を乱暴に取り扱う行為。
④本人の行動を制限したり、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。

ⅱ
介護・世話の

放棄・放任

①意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者
が、その提供を放棄又は放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神
的状態を悪化させていること。

②専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、高齢者が必要とする医療・介護
保険サービスなどを、周囲が納得できる理由なく制限したり使わせない、放置す
る。

③同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置する。

ⅲ 心理的虐待
○脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛

を与えること。

ⅳ 性的虐待 ○本人への性的な行為の強要又は性的羞恥心を催すあらゆる形態の行為。

ⅴ 経済的虐待
○本人の合意なしに、又は、判断能力の減退に乗じ、本人の金銭や財産を本人以外

のために消費すること。あるいは、本人の生活に必要な金銭の使用や本人の希
望する金銭の使用を理由なく制限すること。
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厚生労働省 令和6年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果より
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養護者による虐待（虐待の発生要因）表４０
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不適切なケアについて

高齢者虐待防止法では、広い意味での高齢者虐待を「高齢者が他者からの不適
切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわ
れるような状態に置かれること」と捉えたうえで、高齢者虐待防止法の対象
を規定したものということができます。
・利用者やその家族、その他職員、第三者が不快になったりいらだち失望感を
感じるケア
・ケアプランの内容から逸脱してケア
・意思確認が難しい利用者に対して職員のつごうで実施するケア など

・ケアの理念や方針を共有できていますか（組織運営として）
・職員の教育システム
・チームアプローチ（リーダーの役割、情報共有、職員間の連携）
・業務の偏り・負担過重はありませんか（曜日、時間帯、人員配置）
・ストレスの問題（負担感、人間関係）
・虐待・身体拘束等に関する意識・知識の問題
・ケアの質の問題（時間優先、認知症への対応など）

不適切なケアの発生要因
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